
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 メーカー名入りの看板をもらったら 

Ｑ：当社は飲食店を経営していますが、こ

のたび仕入先の飲料メーカーから、社名や商

品名の入った看板をもらいました。この看板

は当社の資産に計上するのでしょうか。 

 

Ａ：資産に計上する必要はありません。 

【解説】 

 会社が無償で資産を譲り受けた場合、法人

税では、その資産の時価を取得価額とすると

ともに、その金額に相当する受贈益を計上し

なければならないこととされています。 

 しかし、メーカーが自らの広告宣伝のため

に社名や商品名の入った看板などを販売業者

に提供するような場合についてまで受け取っ

た側で課税することは実情に合わないことか

ら、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん

帳のようにもっぱら広告宣伝の用に供される

ものを無償で取得したような場合には、資産

計上をすることも受贈益を計上することも要

しないこととされています。 

 したがって、ご質問の看板については、貴

社の資産として計上する必要はありません。 

 なお、たとえば社名入りの自動車や冷蔵庫、

陳列棚といった、「もっぱら広告宣伝用」と

までは言えないものを受け取った場合には、

受け取った側にもメリットがあることから、

一定の金額を資産として計上しなければなら

ないこととされています。 
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